
 

労働者派遣基本契約書（案） 

 

 

 国立研究開発法人国立循環器病研究センター（以下「甲」という。）と○○○○○○○○(以下

「乙」という。）は、乙の雇用する労働者（以下「派遣労働者」という。）を「労働者派遣事業

の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(以下「労働者派遣法」という。)に

基づき、甲に派遣するにあたり、次の通り基本契約を締結する。 

 

 

（総則） 

第１条 甲及び乙は、労働者派遣を行い若しくは労働者派遣を受け入れるにあたり、それぞれ労

働者派遣法その他関係諸法令並びに派遣先が講ずべき措置に関する指針（以下｢派遣先指針｣と

いう。）及び派遣元が講ずべき措置に関する指針（以下「派遣元指針」という。）を遵守する。 

２ 本契約は、特に定めのない限り、本契約有効期間中のすべての労働者派遣に係る次条の個別

契約に適用する。 

 

（個別契約） 

第２条 甲及び乙は、乙が甲に労働者派遣を行う都度、労働者派遣法及び同法施行規則等の定め

に基づき、派遣労働者の従事する業務内容、就業場所、就業期間、その他労働者派遣に必要な

細目について労働者派遣法第２６条第1項に規定する労働者派遣契約（以下「個別契約」という。）

を締結する。 

 

（個別契約の契約変更） 

第３条 甲は、必要があると認められるときは、乙と協議の上、仕様書の内容を変更することが

できる。 

２ 個別契約に定める契約期間中に、著しい経済事情の変動その他の理由により、契約内容が不

適当と認められるにいたったときは、甲乙協議の上、派遣料金その他個別契約の内容を変更す

ることができる。 

３ 甲及び乙は、人事異動又は組織改編等による責任者等又は就業部署等に変更があった場合に

は、相手方に通知する。 

 

（適正な労働者の派遣義務） 

第４条 乙は、前条の個別契約に定められた業務（以下「派遣業務」という）の遂行に必要とさ

れる技術・能力・経験・資格等を有し、派遣就業の目的を達成できる派遣労働者を選定のうえ、

甲に派遣するものとする。 

２ 乙は、あらかじめ甲に対し、当該派遣労働者の氏名、性別、その他労働者派遣法及び同法施

行規則等に定める事項を通知しなければならない。 



（権利義務の譲渡等の禁止） 

第５条 乙は、本契約の地位を第三者に継承させ、あるいは本契約から生じる権利・義務の全部

又は一部を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又は担保に供してはならない。但し、あらか

じめ書面により甲に申請し、甲の承認を得た場合は、この限りでない。 

 

（金銭の取扱い） 

第６条 甲が、派遣労働者に現金、有価証券、その他、これに類する証券及び貴重品の取扱いを

させる業務に就労をさせる必要がある場合には、甲の管理監督責任のもと行わせるものとする。 

 

（派遣先責任者） 

第７条 甲は、労働者派遣法及び同法施行規則の定めに基づき、自己の雇用する労働者（役員を

含む。）の中から、事業所その他派遣就業の場所ごとに所定人数の派遣先責任者を選任するも

のとする。 

２ 派遣先責任者は、派遣労働者を指揮命令する者に対して、個別契約に定める事項を遵守させ

るほか、適正な派遣就業の確保のための措置を講じなければならない。 

 

（派遣元責任者） 

第８条 乙は、労働者派遣法及び同法施行規則の定めに基づき、自己の雇用する労働者（法人の

場合には役員を含む。）の中から、事業所ごとに所定人数の派遣元責任者を選任するものとす

る。 

２ 派遣元責任者は、派遣労働者の適正な就業確保のための措置を講じなければならない。 

 

（指揮命令者） 

第９条 甲は、派遣労働者を自ら指揮命令して自己の事業のために使用し、個別契約に定める就

業条件を守って派遣業務に従事させることとし、自己の雇用する労働者（役員を含む。）の中

から就業場所ごとに指揮命令者を選任しなければならない。 

２ 指揮命令者は、派遣業務の処理について、個別契約に定める事項を守って派遣労働者を指揮

命令し、契約外の業務に従事させることのないよう留意し、派遣労働者が安全、正確かつ適切

に派遣業務を処理できるよう、派遣業務処理の方法、その他必要な事項を派遣労働者に周知し

指導する。 

３ 指揮命令者は、前項に定めた事項以外でも甲の職場維持・規律の保持・営業秘密及び個人情

報等の漏洩防止のために必要な事項を派遣労働者に指示することができる。 

４ 甲は、指揮命令者について代行者を選任した場合、あらかじめこれを派遣労働者に明らかに

するよう努めることとする。 

 

（苦情処理） 

第１０条 甲及び乙は、個別契約において、派遣労働者からの苦情の申し出を受ける担当者（以

下「苦情申出受付担当者」という。）、苦情の処理方法及び甲乙間の連絡体制等を定めるもの

とする。 



２ 派遣元・派遣先における苦情申出受付担当者が派遣労働者から苦情の申出を受けたときは、

ただちに派遣元・派遣先の各責任者へ連絡することとし、当該責任者が中心となって、誠意を

もって、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について必ず派

遣労働者に通知することとする。 

３ 派遣元・派遣先は、自らでその解決が容易であり、即時に処理した苦情の他は、相互に遅滞

なく通知するとともに、密接に連絡調整を行いつつ、その解決を図ることとする。 

 

（適正な就業の確保） 

第１１条 乙は、甲が派遣労働者に対し、個別契約に定める労働を行わせることにより、労働基

準法等の法令違反が生じないよう労働基準法等に定める時間外、休日労働協定、その他所定の

法令上の手続等をとるとともに、適正な就業規則を定め、派遣労働者に対し、適正な労務管理

を行い、甲の指揮命令等に従って職場の秩序・規律・営業秘密を守り、適正に業務に従事する

よう派遣労働者を教育、指導しなければならない。 

２ 甲は、派遣労働者に対し、労働基準法等の諸法令並びに本契約及び個別契約に定める就業条

件を守って派遣労働者を労働させるとともに、当該派遣就業が適正かつ円滑に行われるように

するため、セクシャルハラスメントの防止等に配慮するとともに、医務室、給食設備等の施設

で派遣労働者の利用が可能なものについては便宜の供与に努める。 

  

（代替要員の確保） 

第１２条 乙は、派遣労働者の病気、事故その他の事由により、欠務が生じる場合は、甲に遅滞

なく連絡しなければならない。また、乙は、甲から代替の要請があれば、甲乙協議の上、速や

かにこれに対処しなければならない。 

 

（安全衛生等） 

第１３条 甲及び乙は、労働基準法・労働安全衛生法等に定める規定を遵守し、派遣労働者の労

働基準・安全衛生の確保に努めるものとする。 

２ 甲は、乙が派遣労働者に対して労働安全衛生法上の安全衛生教育を行う場合、必要な協力や

配慮を行うものとする。 

３ 甲は、労働安全衛生法に基づき、派遣労働者の危険又は健康障害を防止するための措置を講

ずるとともに、派遣労働者の安全衛生管理につき適切な管理を行うものとする。乙は、甲の行

う安全衛生管理に協力し、派遣労働者に対する教育・指導等を怠らないように努める。 

４ 派遣労働者が労働災害に被災した場合は、甲は遅滞無く乙の派遣元責任者へ連絡し、労働者

死傷病報告の写しを乙に送付する。 

 

（派遣労働者の交替等） 

第１４条 派遣労働者が就業するにあたり、遵守すべき甲の業務処理方法等について指揮命令者

の指示に従わない場合、職場規律等に従わず、職場の秩序を乱した場合、又は業務処理の能率

が著しく低く労働者派遣の目的を達しない場合には、甲は乙にその理由を示し、派遣労働者へ

の指導、改善、派遣労働者の交替等の適切な措置を要請することができる。 



２ 乙は、前項の要請があった場合には、当該派遣労働者への指導、改善、派遣労働者の交替等

適切な措置を講ずるものとする。 

３ 乙は、派遣労働者の傷病その他、やむを得ない理由がある場合には、乙は甲に通知して、派

遣労働者を交替させることができる。この際、甲が必要と認めるときは、乙は後任の派遣労働

者に対して必要な業務引継を行い、以後の業務に支障がないよう措置を講ずること。この場合

の経費負担は、甲乙協議とする。 

 

（派遣料金） 

第１５条 甲は、個別契約に基づく派遣業務の対価として派遣料金（消費税は別途）を支払う。 

２ 労働１時間当たりの派遣料金は、個別契約毎に定めるものとする。 

３ １日８時間を超えて業務を行わせる場合、又は、個別契約に定められた就業日（土曜日、祝

祭日、日曜日、年末年始（１２月２９日から１２月３１日まで及び１月１日から１月３日まで。）

を就業日と定めている場合を除く。）以外の日（以下「休日」という。）に業務を行わせる場

合には、労働１時間につき、前項に規定する１時間当たりの派遣料金については、法令等に基

づく割合を乗じて得た額を超過料金として支払うものする。 

４ 所定就業時間を超える就労の指示は５分単位とし、派遣料金の計算単位も同様とする。 

５ 派遣料金算出の際、円未満の端数が生じたときは、これを切捨てし、派遣料金に消費税率を

乗じた際に円未満の端数が生じた時にも、これを切り捨てるものとする。 

 

（派遣労働者の出張） 

第１５条の２ 第９条に定める派遣先の指揮命令権者は、第２条で定める個別契約に基づき、業

務上の必要があるときは、派遣労働者を出張させることができる。 

２ 派遣労働者を出張させる場合の事務手続き及び旅費の計算方法は、国立研究開発法人国立循

環器病研究センター旅費規程等を準用する。この場合において、派遣労働者は、職員相当とす

る。 

３ 前項に定める他、派遣労働者を出張させる場合に必要な事項については、甲乙協議して定め

る。 

 

（派遣料金の請求及び支払い） 

第１６条 派遣料金は、月払いとし、当月における業務の検査終了後、甲が検査を行い、当月分

を、翌々月末までに乙の指定する銀行口座に振込送金して支払う。 

２ 甲の責に帰すべき事由により、派遣労働者の業務遂行ができなくなった場合には、乙は債務

不履行の責を負わず甲に派遣料金を請求することができる。 

３ 派遣労働者の派遣業務への遅刻・欠勤等による不就労については、乙は、その時間分の派遣

料金を甲に請求できない。 

 

（支払遅延による遅延利息） 

第１７条 甲の責めに帰すべき事由により、甲が約定期間内に代金を支払わないときは、この約

定期間満了の日の翌日から起算して支払いをする日までの日数に応じ、当該金額に対し政府契



約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示で定める率をもって計算した金額を遅延利息

として乙に支払うものとする。 

２ 前項の定めにより計算した金額が１００円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せ

ず、その額に１００円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 

 

（年次有給休暇） 

第１８条 乙は、派遣労働者から年次有給休暇の申請があった場合には、原則として、甲へ事前

に通知するものとする。 

２ 甲は、派遣労働者の年次有給休暇の取得に協力するものとする。ただし、通知された日の取

得が業務の正常な運営に支障をきたすときは、甲は乙にその具体的な事情を明示して、乙が当

該派遣労働者に対し取得予定日を変更するよう依頼すること又は必要な代替者の派遣を要求す

ることができる。 

 

（秘密及び個人情報の守秘義務） 

第１９条 乙は、派遣業務の遂行により、知り得た甲及び取引先その他関係先の業務に関する秘

密について、不当に漏洩し、開示し、又は不正に利用する等してはならず、派遣労働者にもそ

れを徹底、遵守させる責任を負う。 

２ 乙は、派遣業務の遂行により、知り得た甲の役員、従業員等及び取引先その他関係者の個人

情報について、不当に漏洩し、開示し、又は不正に利用する等してはならず、派遣労働者にも

それを徹底、遵守させる責任を負う。 

３ 甲は派遣労働者に対し、前各号に定める甲等の営業秘密事項や個人情報の機密管理の教育を

行い、また、乙は、乙あてに派遣労働者から前２項に定める守秘義務の履行に関する誓約書を

提出させ、甲の機密保持の確保を図るものとする。 

 

（公益通報者の保護） 

第２０条 甲及び乙は、派遣労働者が公益通報者保護法に基づき公益通報対象事実等を通報した

ことを理由として、甲において個別契約の解除、派遣労働者の交替を求めること、その他不利

益な取扱いをしてはならず、乙においては派遣労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをし

てはならない。 

 

（知的財産権の帰属） 

第２１条 乙の派遣労働者が甲の派遣業務従事中に行った職務発明、職務考案、職務意匠、職務

著作（プログラムを含む）、その他の知的財産権は、すべて甲に帰属し、甲の所有とする。 

２ 乙の派遣労働者が行った発明が特許法第３５条（準用されている実用新案法第１１条、意匠

法第１５条を含む）の職務発明に該当する場合には、甲が特許（実用新案登録・意匠登録を含

む）を受ける権利を当然承継し、この権利の帰属に伴う派遣労働者への補償金の取扱い等は、

国立研究開発法人国立循環器病研究センター職務発明等取扱規程を準用する。この場合におい

て、派遣労働者は、職員相当とする。ただし、乙と派遣労働者間の取扱いについては、乙にお

いて定めるものとする。 



（二重派遣及び雇用の禁止） 

第２２条 乙は、他の労働者派遣業者から派遣を受けた労働者を甲に再派遣してはならない。 

２ 甲は、乙から派遣を受けた労働者を第三者に再派遣してはならない。 

３ 甲は、個別契約期間中は乙の派遣労働者を雇用してはならない。 

 

（損害賠償） 

第２３条 派遣業務の遂行につき、派遣労働者が故意又は過失により甲に損害を与えた場合は、

乙は甲にその損害を賠償するものとする。ただし、その損害が、甲による指揮命令上の故意又

は過失のみにより生じたと認められる場合は、この限りではない。 

２ 前項の場合において、その損害が、派遣労働者の故意若しくは過失又は乙の派遣労働者の選

任・教育・指導等不行き届き及び指揮命令者等の指揮命令等の故意又は過失の双方に起因する

ときは、甲及び乙は、協議して合理的に当該損害の負担割合を定めるものとする。 

３ 甲は、損害賠償請求に関しては、損害の発生を知った後、速やかに、乙に書面で通知するも

のとする。 

 

（契約解除） 

第２４条 甲又は乙は、相手方が正当な理由なく労働者派遣法その他の関係諸法令又は本契約若

しくは個別契約の定めに違反した場合には、是正を催告し、相当な期間内に是正がないときは、

何らの通知催告を要せず、直ちに本契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができる。 

２ 甲又は乙は、相手方が次の各号の一に該当した場合には、何らの催告を要せず、将来に向か

って本契約又は個別契約を解除することができる。 

一 財産上の信用にかかわる仮差押、差押、強制執行又は競売等の申立てがあったとき。 

二 民事再生、会社更生、会社整理、破産、特別清算手続き等の申立てがあったとき。 

三 正当な理由なく公租公課を滞納して督促を受け、又はそのために差押を受けたとき。 

四 財産上の信用にかかわる担保権の実行があったとき。 

五 支払いの停止があったとき。 

六 手形交換所の取引停止処分があったとき。 

七 法人を解散したとき。但し、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合はこの限りではな

い。 

八 労働者派遣法等関係諸法令に違反して、一般労働者派遣事業の許可を取消され若しくは事

業停止命令を受け、又はその有効期間の更新ができなかったとき。 

九 その他前各号に準ずる行為があったとき。 

３ 前２項に定めるもののほか、甲又は乙が本契約又は個別契約を解除する場合は、相手方の合

意を得ることを要する 

４ 本条に基づく解除については、損害賠償の請求を妨げないものとする。 

 

（属性要件に基づく契約解除） 

第２４条の２ 甲は、乙が次のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、

本契約を解除することができる。 



一 役員等（乙が個人である場合はその者、法人である場合はその役員（業務を執行する社員、

取締役、執行役及びこれらの準じる者）又はその支店若しくは営業所（常時契約を締結する

事務所をいう。以下この号において）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他

経営に実質的に関与している者をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等

に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ）、

暴力団関係企業、暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）も

しくはそれに準じる者であるとき。 

二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加え

る目的をもって、暴力団、暴力団関係企業、暴力団員もしくはそれに準じる者を利用するな

どしているとき。 

三 役員等が、暴力団、暴力団関係企業、暴力団員もしくはそれに準じる者に対して、資金等

を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、

若しくは関与しているとき。 

四 役員等が、暴力団、暴力団関係企業、暴力団員もしくはそれに準じる者であることを知り

ながらこれを不当に利用するなどしているとき。 

五 役員等が、暴力団、暴力団関係企業、暴力団員もしくはそれに準じる者と社会的に非難さ

れるべき関係を有しているとき。 

２ 甲は、前項の規定により本契約及び個別契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害

について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 

３ 甲は、前１項の各号に該当する事情があるかどうかの判断のために、調査をする必要がある

と認められる場合は、乙に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳簿書類その

他の物件を調査し、参考となるべき報告若しくは資料の提出を求め、又は乙の営業所、工場そ

の他の関係場所に立ち入り、調査することができる。 

４ 甲が前項の調査を行う場合には、あらかじめ乙に通知するものとする。また、乙は、前項に

規定する調査に協力するものとする。 

５ 甲は、本契約締結後に乙が反社会的勢力（暴力団、暴力団員又は暴力団員でなくなった日か

ら５年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、

特殊知能暴力集団等をいう。以下同じ。）であることが判明した場合又は自ら若しくは第三者を

利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合には、本契約を解除することを原則と

する。 

  一 暴力的な要求行為 

  二 法的な責任を超えた不当な要求行為 

  三 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

  四 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害

する行為 

 

（反社会的勢力の排除） 

第２５条 乙は、当契約の履行にあたり、反社会的勢力と一切の関係を持たないこと。 

２ 契約締結後に、乙が反社会的勢力であることが判明した場合及び反社会的勢力が直接又は間



接的に乙を支配するに至った場合には、甲は、契約を解除することができる。 

３ 第１項又は第２項の規定に基づき甲が契約を解除した場合、乙に生じた損害について、甲は

何ら賠償ないし補償することは要しない。 

４ 第１項又は第２項の規定に基づき項が契約を解除した場合、乙は、甲に対し、契約金額の１

０分の１に相当する額を違約金として支払うものとする。 

 

（個別契約の中途解除、派遣就業期間の短縮の特例） 

第２６条 甲は、専ら甲に起因する事由により、個別契約の契約期間が満了する前の解除を行お

うとする場合には、乙の合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期間をもって乙に

解除の申入れを行うこととする。 

２ 甲及び乙は、個別契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由によらない

個別契約の解除を行った場合には、当該個別契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保に

努めることとする。 

３ 甲は、甲の責めに帰すべき事由により個別契約の契約期間が満了する前に個別契約の解除を

行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保に努めることとし、これができな

いときは、個別契約の解除を行おうとする日の少なくとも３０日前に乙と協議し、甲は派遣先

指針に則り、中途解約に伴う派遣労働者の休業等により乙に生じた甲の責に帰すべき損害の賠

償を行うこととする。 

４ 甲の責めに帰すべき事由により、甲が個別契約の契約期間が満了する前に個別契約の解除を

行おうとする場合、甲は乙と協議した上で適切な善後処理方策を講ずる。 

５ 甲乙双方の責めに帰すべき事由により個別契約の契約期間が満了する前に個別契約の解除を

行う場合は、甲乙のそれぞれの責めに帰すべき部分の割合について十分に考慮する。 

６ 甲は、個別契約の契約期間が満了する前に個別契約の解除を行おうとする場合であって、乙

から請求があったときは、個別契約の解除を行った理由を乙に明らかにすることとする。 

 

（契約の有効期間） 

第２７条 本契約の有効期間は、契約締結日から２０２３年３月３１日までとする。 

２ 本契約が有効期間満了又は解除により終了した場合といえども、すでに契約した個別契約に

ついては、別段の意思表示のない限り当該個別契約期間満了まで有効とし、それに関しては本

契約の定めるところによる。 

 

（協議事項） 

第２８条 本契約に定めのない事項及び本契約の条項の解釈につき疑義を生じた事項については、

労働者派遣法、その他の法令を尊重し、甲乙協議の上、円満に解決する。 

 

（裁判管轄） 

第２９条 本契約に関して、甲乙間で法律上の紛争が生じたときは、その紛争を解決するための

裁判所を、大阪地方裁判所又は大阪簡易裁判所とすることに合意する。 

 



 

本契約締結の証として本書二通を作成し、甲乙記名捺印の上、各一通を保有する。 

 

 

  年  月  日 

 

         （甲）大阪府吹田市岸部新町6番１号 

            国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

                     理事長  大津 欣也  （印） 

 

 

         （乙） 

 

                                 （印） 

            （許可・届出受理番号） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



特記事項 

 

（談合等不正行為があった場合の違約金） 

 

第１条 乙が、次号に揚げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、請負

代金の１０分の１に相当する額を違約金（損害賠償額の予定）として、次条の違約金とは別に、

甲の指定する期間内に支払わなければならない。 

一 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律

第５４号。次号において「独占禁止法」という。）第３条の規定に違反し、又は乙が構成事

業者である事業者団体が同法第８条第１項第１号の規定に違反したことにより、公正取引委

員会が乙に対し、同法第７条の２第１項の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付

命令又は同法第６６条第４項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したと

き。 

二 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条の４第７項又は同法第７

条の７第３項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 

三 この契約に関し、乙（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）に対し、刑法（明

治４０年法律第４５号）第９６条の６又は独占禁止法第８９条第１項若しくは第９５条第１

項第１号に規定する刑が確定したとき。 

２ 乙が、前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した

日から支払をする日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告

示で定める率で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 

３ 第１項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がそ

の超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 

 

（違約金） 

第２条 甲は、第２４条第１項の規定により、この契約の全部又は一部を解除した場合は、契約

予定額（契約単価に仕様書に定める派遣労働者予定労働総時間数を乗じた額とする。一部解除

の場合は、解除部分に相当する時間数分）の１００分の２０に相当する金額を乙から違約金と

して収得するものとする。ただし、その額が１００円未満であるとき又は乙の責に帰しがたい

事由があるときは、これを収得しない。 

２ 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその

超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 

３ 一般競争入札において、乙が落札した派遣業務について、個別契約を締結する前に、契約を

辞退した場合は、乙は、甲の請求に基づき、契約予定額（落札単価に仕様書に定める派遣労働

者予定労働総時間数を乗じた額とする。）の１００分の５に相当する金額を違約金として、甲

に支払わなければならない。 


